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第１１０回奄美群島振興開発審議会 

平成３０年５月１７日 

 

 

【臼井課長補佐】  定刻の２時半より少し早いのでございますが、皆さんおそろいとい

うことでございますので、始めさせていただきたいと思います。 

 ただいま、委員１１名のうち、８名の御出席をいただいております。定足数を満たして

ございますので、第１１０回の奄美群島振興開発審議会を開催いたします。各出席者につ

きましては、お手元に座席表を配付させていただいておりますので、御確認をお願いしま

す。 

 なお、飯盛委員におかれましては、本日、用務の都合ということで、１５時ごろに御退

室される予定でございます。 

 また、本日、三反園委員が御欠席されておりますが、鹿児島県からは岩切副知事。 

【岩切副知事】  よろしくお願いします。 

【臼井課長補佐】  古薗企画部長。 

【古薗部長】  よろしくお願いします。 

【臼井課長補佐】  松本大島支庁長に御出席いただいております。 

 また、奄美群島広域事務組合からは、朝山管理者に御出席いただいております。 

【朝山管理者】  よろしくお願いします。 

【臼井課長補佐】  これから議事に入ってまいりますけれども、カメラの撮影はここま

でということで、御協力、御理解のほど、よろしくお願いします。 

 議事に入る前に、資料の確認をさせていただきます。机上に置かせていただいておりま

す会議次第の次に配付資料の一覧がございますので、それとあわせて御確認をいただけれ

ばと思います。資料１と２は、いずれも１枚紙で、審議会委員名簿と「奄美群島振興開発

審議会の当面の進め方」となっております。次に、資料３でございますが、「奄美群島振興

開発基金の役割の検証に関するワーキンググループ検討報告」、１０ページの資料でござい

ます。資料４は、今月４日に通知された、ＩＵＣＮの評価結果及び勧告の概要についての、

環境省からの資料でございます。次に、資料５でございますが、「検証の視点（案）」でご

ざいまして、その後のＡ３用紙で８枚の資料６でございますが、その「検証の視点（案））

に対する鹿児島県の考え方となっております。資料７でございますが、「奄美群島の振興開
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発について（意見具申骨子案）」でございます。最後に、参考資料として、前回、５年前の

平成２５年における意見具申の写しとなっております。また、これらのほか、委員の先生

のお手元に、２種類の紙ファイルで、法令や方針、計画などの基本的な資料集が１冊と、

前回、前々回の審議会の資料をファイリングしたものと、奄美群島の地図を机上に置かせ

ていただいておりますので、御審議の際に是非、御活用いただければと思います。 

 それでは、ここから原口会長に議事進行をお願いしたいと思います。原口会長、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

【原口会長】  かしこまりました。それでは、第１１０回の奄美群島振興開発審議会を

進めさせていただきます。 

 開会に当たりまして、第１０８回並びに第１０９回の座長を大川副会長さんに務めてい

ただきまして、ありがとうございます。また、大川副会長はじめ、西委員、伊集院委員に

は、今日御報告いただく、ワーキンググループの審議を重ねていただいたと聞いておりま

す。成果も新聞報道などで伺っておりました。本当に御苦労さまでした。私は仕事にかま

けていたわけではありませんけれども、ちょうど先週から奄美編に入りましたので、かな

りこだわって７月まで延ばそうと思っておりますので、まだまだ追い風は吹いている中で、

審議会委員の先生方に是非、これからの奄美を築くための答申を今日は御審議賜ればと思

っております。また、今日は環境省の奥田さんからＩＵＣＮの報告の概要を御報告いただ

けるということで、よろしくお願い申し上げます。 

 それでは、座らせていただきます。 

 本日は、奄美群島振興開発基金の役割の検証に関するワーキンググループからの報告を

いただきました後で、先日、世界自然遺産登録の関係でＩＵＣＮから勧告がありましたの

で、その件について環境省から御報告をいただき、その後に、意見具申骨子案の検討とい

うことで委員各位の御意見をいただくという構成で進めてまいりたいと思います。 

 まず、議事（１）ですけれども、奄美群島振興開発基金の役割の検証に関するワーキン

ググループにおける検討結果の御報告をお願いしますが、その前に、ワーキンググループ

に出席いただきました委員の皆様、ありがとうございました。検討結果の報告に当たり、

座長を務めていただいた大川副会長には、本当に御苦労さまでございましたので、一言コ

メントをいただければありがたいと思っております。 

【大川副会長】  大川でございます。奄美群島振興開発基金の役割の検証に関するワー

キンググループということで、伊集院委員と西委員と私、３人で２回ほどの検討会をさせ
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ていただきました。地元のほうの声、それから国交省御当局の御説明も含めて、いろいろ

とお話を聞きまして、基金に対する期待が依然として非常に強いということについて、よ

く分かりました。それを含めて取りまとめさせていただきましたので、後ほど事務局のほ

うから御説明があると思いますけれども、基本的には、従来の金融機能に加えて、コンサ

ルティング機能とかサポート的な機能というものについてより発揮してほしいという意見

が非常に強かったということでありますし、このもの自身によって、奄美でそれぞれ事業

をやっておられる方々の成功といいますか、成長というのが期待されますので、是非頑張

ってもらいたいなということでございました。 

 どうもありがとうございました。 

【原口会長】  それでは、事務局のほうから、お願いします。 

【徳田課長補佐】  資料３を御説明させていただきます。 

 まず、検討の経緯ですけれども、平成２６年、前回の奄振法の延長に際しましては、平

成２４年１１月の本審議会におきまして、奄美群島振興開発基金の今後のあり方に関する

ワーキンググループというのを設置してございました。そのワーキンググループですけれ

ども、平成２５年３月に報告を取りまとめまして、その内容につきましては、４月の本審

議会に報告されております。その後５年ほど経過しておりますので、そういった役割の検

証を再度行うためにワーキンググループの設置をいたしまして、本年３月に第１回のワー

キンググループを開催いたしております。 

 第１回目のワーキンググループですけれども、奄美群島経済と金融の情勢につきまして

国交省側から、それから、業務のあり方、組織運営のあり方、繰越欠損金の解消に関する

現在の取組状況につきまして奄美基金から、それから、鹿児島県におきましては「奄美群

島振興開発基金の役割と課題」、広域事務組合におきましては「奄美群島振興開発基金に期

待される役割とその役割を果たすための課題」ということで報告を受けまして、意見交換

を行っております。 

 続きまして、２ページ目に参ります。この５年間の奄美基金を巡る状況でございます。

世界自然遺産登録に向けた動き、ＬＣＣ、「西郷どん」の放送等で、入込客数の伸びが非常

に見られております。そのような追い風の中ですけれども、民の動きも活発になっており

まして、ホテル不足などの課題も指摘されております。そういったことで、奄美基金に求

められる役割というのは潜在的には大きくなっていると。 

 そのような中ですけれども、奄美基金におきましては、保証業務や融資業務の実施に加



 -4-

えまして、産業振興に資するべく事業者の支援体制ということで、起業する方とか、経営

改善に関するセミナーの開催、それから、経営・再生支援先に対する財務面・運用面のア

ドバイス等を行うなど、コンサルティング機能を充実してきております。一方、行革等あ

った関係で、リスク管理債権や繰越欠損金の解消、組織の内部統制やガバナンスの強化と

いったところに力点を置くことを求められていたところから、融資業務や保証業務におき

まして新たな機軸を打ち出すというところまでには至っていないのではないかというとこ

ろが見られております。 

 ３番目、奄美基金に求められる役割ですけれども、こちらは鹿児島県と広域事務組合の

ほうから発表いただきまして、鹿児島県のほうからは、①起業化に対する支援・育成、②

地域の関係機関との連携強化、③コンサルティング機能の強化、④情報発信機能の強化、

⑤事業者に対する経営及び再生支援策の取組強化というものに関して、期待を表明してお

ります。広域事務組合のほうからは、奄美基金と市町村等の連携、各種有識者会議や事業

審査会への奄美基金職員の参加、奄美基金による勉強会の開催や情報提供などを評価して

いただいております。 

 こういったものを踏まえまして、４のほうですけれども、更なる奄美基金の必要性・重

要性ということでございます。奄美群島経済におきましては、大島紬等の基幹産業の不振

や台風や豪雨の影響によります１次産業の低迷もありまして、非常に厳しい状況下にござ

います。そうした中、一事業所当たりの規模は依然として小規模であり、零細でございま

す。また、所得水準につきましても、他地域との比較で依然低い状況にございます。それ

から、基幹産業が衰退する一方で、農業の６次産業化などを目指した高付加価値農業、世

界自然遺産登録を見据えた観光関連産業といったところで新たな産業の萌芽が出始めてい

るというところが確認できております。これらを踏まえまして、奄美群島におきましては、

事業者の経営規模の零細性等から、信用力・担保力が非常に低い状況にあるというところ

と、奄美群島振興開発計画におきまして今後の成長分野とされております、農業、観光、

情報通信産業などといった産業を強化していく際には、資金供給のところで下支えしてい

く必要があるというところにおきまして、一般の金融機関を補完・奨励する奄美基金の政

策金融機能というのが重要と考えられる、というふうに考えられております。 

 ５ですけれども、地域に密着した政策金融機能の更なる発揮に向けてというところで、

（１）交付金等との連携です。奄振法におけます交付金が導入されまして５年目となって

おりますけれども、交付金の活用におきまして、特に市町村事業におけます民間企業や団
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体との連携の重要性が強く認識されております。このような状況におきまして、交付金の

活用をいただくときに、奄美基金の保証・融資の対象業種とか、交付金の施策の関連性だ

とかといったところのベクトルを連動させることで、施策の効果が大きくなるような提案

を積極的に行っていったらどうかというところが一つでございます。 

 それから、（２）ですけれども、シンクタンク機能やサポート機能の拡充というところで、

市町村等の知恵袋的な役割を果たすこと、それから、交付金を活用した取組の成果を専門

的かつ中立的立場で評価し、発信すること、それから、創業や高付加価値化に関するアド

バイスなど、事業活動に更なるサポートの充実を図ること、といったところが求められて

おります。 

 （３）コーディネーターとしての奄美基金の役割ですけれども、日本版ＤＭＯやスポー

ツコミッションなどアクティブな民主体が活発に活動できる環境の整備や、全国的な企業

や団体、それから、群島内の関係者との連携による協議会、プラットフォームの整備など

といったものに関しまして、コーディネーターとして積極的に関与しまして、新たなビジ

ネスモデルの構築に積極的に貢献すべきである、というふうに書いております。 

 ６の継続的な検討課題でございます。（１）の融資枠の拡大ですけれども、奄美基金にお

きましては、今、最高が１億円まで融資できる体制になっておりますが、全産業できるわ

けではなく、まだ農業などは非常に低い限度額になっておりますけれども、その１億円を

増やしたらどうかという意見がございましたので、それに対する検討です。今、１億円以

下になっております融資枠の拡大、先ほど申しましたとおり、農業などといったものの増

額、そういったところや、貸付期間の延長、他の金融機関との協調など、奄美基金の中で

可能な対応を最大限講じた上で、事業者への情報提供などを積極的に取り組む。もう一つ

は、「小口業務ではない」とありますけれども、こちらは限度額を５億円などに上げたらど

うかという意見もございましたが、これにつきましては、地域経済、他の金融機関等の動

向を踏まえました、当該措置の妥当性や奄美基金の資産規模や融資枠拡大のバランス等を

検証・整理すべき、というふうにしております。 

 それから、もう一つ、出資業務の創設ということで、出資業務に関する要望もあったの

ですけれども、出資業務につきましては、平成元年４月に一度創設されておりますが、活

用事例のないまま、平成１８年３月に廃止となった経緯がございます。ですので、活用事

例が出なかったことに対する総合的かつ真摯な検証が必要ではないか、というふうにして

おります。それから、鹿児島県の総合調査におきまして奄美基金の出資制度等の機能充実
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検討というのを掲げておりましたので、これに対して、奄美基金としては、求められるデ

ータを提供するなど必要な協力を行うとともに、財務に与える影響等を慎重に検討してほ

しいというところで、検討させていただいております。 

 最後でございます。「おわりに」ですけれども、２段目のほうに行きまして、奄美基金は、

地域に密着したきめ細かな対応をする金融機関といたしまして、利用者及び地元自治体か

らも一定の評価はされておりますが、今後とも奄美基金が責任を持って、繰越欠損金の解

消を軌道に乗せまして、加速させることが必要であることは明らかである。そして、引き

続き地域に根差した政策金融を担う機関として、奄美群島振興開発計画に基づく事業に対

しまして、基金の財務状況を勘案した上で、一般の金融機関と相互協調のもと必要な資金

の供給を行うべきである。 

 それから、下のほうですけれども、また、奄美の誇る地域資源と関係者の精力的な取組

は、奄美の条件不利性を克服し、「奄美発のイノベーション」を国内外に発信していくこと

が大いなる可能性を秘めている。そのため、奄美群島は大都市や他の地方都市とネットワ

ークを構築し、重層的な連携を実現していくことが求められておりますけれども、政策金

融機関として奄美基金がそのような動きに積極的に寄与していくことを期待するというこ

とで、示させていただいております。 

 あと、残りの指標等ございますけれども、事業者の零細性だとか、現在の奄美の状況を

おさらいしたような形になっておりますので、御覧いただきたいと思います。 

 以上でございます。 

【原口会長】  ありがとうございました。 

 ただいまのご報告につきまして、質疑、ご意見があれば、よろしくお願いします。 

 竹林委員お願いします。 

【竹林委員】  どうもご苦労さまです。端的に意見だけちょっと申し上げますと、基金

の使われようというのは非常に役に立っているというのは、全く見てのとおり、よく分か

るんですね。ただ、これは私の個人的な希望というか、多分、地元で関係されている方は

そう思っているんじゃないかなと思うのですけど、４ページの（２）とか（３）のところ

に書いているのは多分、今後、基金をどううまく使っていくかというときの肝になるかな

と思うんですね。というのは、私も調査とかでこちらに行かせてもらうときに、一番ここ

で足りてないのは、地元の情報をきちっと把握して、集約して、それを分析して、次にど

う使うかという、いわゆる普通の銀行屋さんがやられるような機能がちょっと弱いんです



 -7-

ね。金融というのは、私、金融は専門じゃないですけど、そういう分析機能ってきちっと

持っていてお金を貸し付けたりするので、それがここで一番弱いのかなと思うんですね。

私、物流をやっている関係上思いますけど、地元でコーディネートするとか、そういう機

能がないとなかなか、物を持っていても出せないのですね。実際、調査に行った沖永良部

とか与論なんかは、出せる物を持っているけど、お互いばらばらでやっているので、それ

はしんどいのかなと思うんですね。だから、そういったところにできたらこういうのをも

う少し発展的に使っていってもらえればなというふうに思います。 

 以上です。 

【原口会長】  情報分析のワンストップ機能ということでも言い換えられますね。 

【竹林委員】  そうですね。 

【原口会長】  物流が専門の先生方らしい。 

 ご報告は非常に、今後の課題展望まで含め、パースペクティブな御報告になっていると

思いますが、いかがでしょうか。ほかの委員の方、御意見ありましたら。 

 それでは、時間の関係上、次の議題に入らせていただきたいと思います。次は、議事（２）

です。今一番、国民の関心がございます御報告、ＩＵＣＮの勧告の概要について、是非、

環境省のほうから、奥田様、よろしくお願いします。 

【奥田自然環境計画課長】  私は、環境省の自然環境計画課長をしております、奥田と

申します。この度、こうした機会を与えていただきまして、ありがとうございます。座っ

て説明をさせていただきたいと思います。 

 お手元の資料、資料４というのがございます。私どものほうで、概要をまとめさせてい

ただきました。もう大分、新聞等で、テレビでも放映をされてございますけれども、平成

２９年２月に、ここに書いてある「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」という名

称で、世界自然遺産に登録の推薦をさせていただいたところでございます。それで、ちょ

うど１年半をかけて、ユネスコの諮問機関のＩＵＣＮ（国際自然保護連合）が昨年１０月

に現地調査にも参りまして、その後、向こうからもいろいろな質問が来たり、日本政府か

らも様々な情報を提供させていただき、最終的に、６月２４日から７月４日にバーレーン

でユネスコの世界遺産委員会が開かれて、そこで決定するための審議の材料として、ＩＵ

ＣＮの評価の報告書というものが出されるということになっておりました。実際には、そ

れが出てきたのは、正式な形で世の中に出されたのは、２日前、５月１５日の未明にユネ

スコのホームページで発表されているのですけれども、審査を受けている国、推薦書を出
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した国には事前に送られてきたということで、この資料に書いてあります５月４日に日本

へも、どういった評価がテーブルの上に乗るのかということが出されたわけでございます。

最終的には６月２４日からの世界遺産委員会で決定されるということでございますけれど

も、その決定には、この真ん中にあります表の四つの決定というのがそこでされるので、

どの決定が望ましいかということをＩＵＣＮは勧告をするということでございます。 

 それで、この中に丸をつけてございますけれども、今回の勧告の主文、最終的な評価は

こういうことが課題だとか書いてある中、一番最後に、これは延期をするということで、

より綿密な調査や推薦書の一定程度の、ここは一般的な条約上の定義を書いているのです

けれども、ある程度、中身を変える作業をしなきゃいけないので、その時間をとるために、

ＩＵＣＮとしては、推薦書を新たに出し直すということを勧告したわけでございます。実

際、新たに出し直すというのは、今年の夏以降、もしこれが決定された場合にはいつでも

出せるわけでございますけれども、毎年２月１日が締め切りになりますので、最も早い場

合には、出し直しの場合は来年２月１日が最も早い出し直しということになるので、そこ

からまた１年半、同じような手順をとって審査が行われて、最も早い世界遺産委員会で決

定がなされるということで、仮に延期ということを受け入れて出し直しをした場合には、

最も早いスケジュールですと、来年の２月に出して、再来年に登録にかかる審査を受ける

ということになるかと思います。この後、今度の世界遺産委員会で決定するのは必ずしも

ＩＵＣＮの勧告どおりになるわけでもないので、その辺をチャレンジするのか、どうする

のか、また、どういう形でこの先進むのがいいのかというのは、検討をさせていただいて

おります。 

 今日は、具体的にどういったことが、この評価書の中に書かれていたことを簡単にかい

つまんで御説明させていただきますけれども、先ほど申し上げたように、延期をするとい

うことでございますが、この理由、大きな理由は二つ掲げられてございます。一つは、推

薦している区域の中で、連続性が欠けている。特に、遺産の価値があると、この地域が、

島の成り立ちの中で、生物が珍しい、そこにしかいない生き物が残ってきたと、そういっ

たような価値の証明に必ずしも必要でない、小さな、分断された小規模な場所があるとい

うことで、これは２４カ所ということで指摘されてございます。これは、実際には国立公

園の区域をベースに推薦書をつくったものですから、地元との調整、様々な形で、必ずし

も全体が一つのまとまりを持った区域設定ができてなかったということでございます。で

すから、ここは精緻に精査をして、細かい部分、特に小さなところは不要ということであ
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れば、それは外すことも考えられますし、その間をつなぐことでまとまりを持たせること

ができれば、そういった調整もできるかと考えております。 

 それから、②でございますけれども、これは奄美とは直接関係ないのですが、沖縄の北

部、米軍の北部訓練場、このうち一部が一昨年の１２月に戻ってきております。それで、

防衛省のほうで支障除去という問題がないかどうかという確認を１年かけてやりまして、

昨年１２月に林野庁のほうに国有地としては移管されているわけですけれども、そこを、

現在、国立公園の指定を目指して急ピッチで作業して、この夏には返還地の大半が国立公

園に指定されることになっています。我々としては、そこを追加で世界遺産に推薦したい

と考えておりました。ただ、推薦をしたのが昨年の２月だったものですから、現在はここ

の部分が含まれていないということで、地図上は、実際には森林がつながっているのです

けれども、そこ自体が中抜けをしていると。ですから、そこまで来ているのだったら、そ

れを入れて申請書を出し直して審査を受け直したほうがいいだろうというのが、延期の主

な理由でございます。 

 そのほかに、この二つは大きく独立して書かれているのですけれども、三つ目はまとめ

て、米軍との間で調査をしたりするのも、調整を更に進めなさいですとか、地元の自治体

もちゃんと管理ですとか保護に対して参画してもらいましょうとか、それから、特に私有

地、これは奄美大島のことを言っていると思いますけれども、その取得を現在、鹿児島県

さんと環境省のほうで進めております。この辺もきちっと進めてくださいと、そういった

ことが書いてあります。これらは全部、今やっていることですので、そんなに大きなハー

ドルとは考えておりません。 

 ２番目でございますけれども、世界自然遺産の評価基準のどこに適合するかということ

ですが、二つの理由で出しておりました。一つ目、ローマ数字で申しわけないのですけど、

ix）生態系・生物進化のほうは、先ほど申し上げた、分断をしているというところで評価

がなかなか難しいと、該当しないということで言われております。ただ一方で、ｘ）の生

物多様性、希少種ですとか固有種がいるということについては、①②のあたりを改善すれ

ば基準に該当するのではないかという、断定はしてないのですけれども、前向きなコメン

トがこの中に入っております。我々、ＩＵＣＮ等ともいろいろ、この意味を、真意を確認

しましたけれども、私どもの考えとしては、これは逆に直せば、遺産の価値を全く否定さ

れていない、特にｘ）のところでは価値があるというふうに言われているので、決して悪

い評価ではなかったというふうに考えております。 
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 １枚めくっていただきまして、３番、時間も限られますので簡単に申し上げますが、そ

の他のところでハイライトしたいのは、４島を選んでいるわけですけれども、奄美群島で

は奄美大島と徳之島、そして沖縄島と西表島ですが、これの選び方は非常にいいと、これ

はちゃんと妥当性があるということで書いてあります。というのは、裏返せば、４島のう

ち、どれを外す必要もないし、逆に、評価書をよく読むと、どれが欠けても、多分、価値

としては証明しにくいだろうということですので、ここは自信を持って、４島が世界遺産

にふさわしいのだということを言っているというふうに理解しております。そのほか、真

ん中のところで、外来種対策、これは奄美でもノネコの対策等をやっておりますし、観光

管理、ビジターが増えたときにどうマネージするかというのはどこでも大きな問題になっ

ていたり、絶滅危惧種のモニタリング等、ここのあたりも書いてありますけれども、これ

については、延期の理由としてではなくて、とにかく、登録しようが、延期しようが、こ

れはやりましょうというような形での書き方をしておりますので、これは課題として受け

とめていきたいというふうに考えております。そのほか、沖縄でも、北部訓練場が残って

いる場所も一定程度評価されて、バッファーゾーンとしての機能があるのではないかとい

うことが書いてありますので、私どもとしては、繰り返しになりますけれども、これは決

して悪い評価を受けたとは思っておりません。もちろん時間をかけて一部は直さなきゃい

けないという部分はございますけれども、それをＩＵＣＮにも理解を求めていくというこ

とが重要だというふうに考えております。 

 ただ、実際、この後、どういうアクションを起こすかについては、関係機関、各省庁に

わたりますし、自治体の皆様方の御意見も聞きながら、専門家とも相談させていただいて、

できるだけ早期に対応を判断していきたいと考えております。 

 少々長くなりましたけれども、私のほうからの御説明は、以上とさせていただきます。 

【原口会長】  ありがとうございました。 

 それでは、今の説明につきまして、質疑、御意見があれば、よろしくお願いします。あ

くまで結論は、環境省さんのほうでこれからお出しいただかなきゃいけないことですね。 

【奥田自然環境計画課長】  一言だけつけ加えさせていただきたいと思いますけれども、

今、政府部内でどうするかということは検討させていただいておりますが、様々な報道も

ございますけれども、一つだけ、政府部内、かなり高いレベルまで確認をしていることが

ございます。政府の方針としてこれまでも、この地域をできるだけ早期に確実に登録をす

るという目標を立てております。これについては変わらないということは、確認をしてお
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ります。ただ、できるだけ早期にというのが、実は今年の夏が最も早いタイミングで、我々

は目標としていましたけれども、確実に登録するためにその戦略をそのままやるのがいい

のか、それとも、ＩＵＣＮの勧告みたいなものを踏まえた形で更に戦略を練って別の形で、

できるだけ早期というのは、１年後なのか、２年後なのか、ひょっとしたらそちらのほう

が早いかもしれないと。そういったことも含めて今検討させているということですので、

登録を目指すということは何ら変わっておりませんので、それだけは皆様方に申し上げた

いと思います。 

【原口会長】  力強いお言葉だったと思いますが、朝山管理者、報道等なんかでいろい

ろ拝見はしておりますが、せっかくの奄振の会議でございますので、何かございましたら。 

【朝山管理者】  皆さん、こんにちは。奄美群島の広域事務組合管理者の朝山でござい

ます。この会議にオブザーバーとして出席の機会を与えていただきましたことに、まず感

謝を申し上げたいと思います。 

 ただいま、世界自然遺産の件につきまして、環境省の奥田課長さんからお話を賜りまし

た。私なりに思いますと、生物多様性、また自然景観も含めて、何ら否定されているもの

はない。根本的な遺産としての価値は評価をいただいている。ただ、努力目標として、地

元自治体としてやるべき人為的なものがまだ劣っているのではないか。したがって、その

管理・監督・保護、しっかりやりなさいという御示唆ではないかというふうに受けたとこ

ろであります。そのためには、ここに書いてありますとおり、観光管理の仕組み、また、

絶滅危惧種、固有種などのモニタリング調査、そして外来種対策、これは全て私ども地元

自治体における今後の課題だということでありますので、地元としてしっかりやりなさい

という、御教授、御示唆であろうと思います。 

 このような結果を踏まえまして、国においても何ら方針が変わるわけではないという課

長さんのお話を賜りまして、大変心強く思ったところであります。同時に、我々地元自治

体としては、今、申し上げましたように、しっかりやりなさいということでありますので、

今後とも、国・県の御指導を受けながら、地元自治体、連携をともに、そして何よりも住

民一人一人がこれらのことに対しての意識・責任を持つということが肝要ではないかと思

いますので、今後とも引き続いて住民に啓発活動をやってまいりますとともに、自治体は

それ以上の責任を持ちながら、しっかり１２市町村ともにやっていきたいと思っていると

ころでありますので、国におかれましても、その方針をお示しいただきながら、我々も、

県の御指導、御助言をいただきながら、地元として一生懸命やりたいと思います。我々の
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自然は確実に評価を受けているということで、あとは我々の人為的な努力目標であるとい

うように私は受けとめましたので、本当にありがとうございます。 

【原口会長】  いきなり振らしていただきまして、地元の努力目標も話していただきま

した。より一層、地元、県とともに、環境省、そして政府のほうと連絡をより密にしなが

ら、環境省様の方針に資する形で協力できればいいのではないのかなというふうに思って

います。 

 ほかに、皆さん、何か御意見ございましたら、どうぞお聞かせください。 

 私も、泉重千代さんの３３回忌に出させていただきまして、闘牛大会を見まして、あの

爆発的なエネルギーの大きさに驚かされました。ああいうエネルギーをずっと持続するの

も大変だろうと思いますので、「西郷どん」でできることとすれば、地元のモチベーション

が一番大事かと思いますので、なるべく長続きして、いい結果が得られるように運ばれれ

ばいいなと思います。 

 奥田自然環境計画課長さんには、貴重な御報告を賜りまして、ありがとうございます。 

  

 では、時間の関係もございますので、次の奄振の課題に、重点的な課題ですけれども、

本質的な課題の議題に入らせていただきたいと思います。議事（３）です。今日、予定さ

れております、意見具申骨子案の検討についてでございます。前回審議会時に、「検証の視

点（案）」という資料で議論を深めていただきました。前回の審議で各委員からいただいた

御意見を加味した資料を作成しておりますので、事務局から説明をお願いします。 

【中村企画調整官】  それでは、私のほうから、資料５、「検証の視点（案）」について、

御説明させていただきます。前回の審議会の際に議論を深めるための「検証の視点」を御

説明させていただいたところですが、頂戴しました御意見を踏まえまして、赤字になって

いる箇所ですが、追加を行ったところがございます。 

 まず、１番、産業の振興開発につきましては、農林水産業、情報通信産業、商工業等、

記載してございますけれども、（２）のところで、「情報の分野は、これまでの奄美群島の

条件不利性を克服している面もあるので、そのような点に配慮して進める必要がある。」と、

追加してございます。 

 次に、３番、観光の開発についてですが、前回の審議会で御意見を頂戴しましたスマー

トチェックインについても記載してございますし、二つ目のポツですけれども、「鹿児島県

は、日本で初めて県内に世界自然遺産を二つ持つことになる可能性がある。沖縄～奄美～
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屋久島の交通ネットワークの整備やクルーズ振興など、世界自然遺産の効果をダイナミッ

クに波及させていく必要がある。」としております。 

 それから、２ページ目を御覧ください。上から三つ目のポツですが、アイランドホッピ

ングに関連しまして、「ハード面の整備や沖縄までを含めて取組を進める」といった点を追

加していますのと、更にその二つ下ですけれども、「もっと長期スパンで、奄美らしい自然

や景観を育てるという強い意志をもち、場合によっては、規制をかけた街並みの整備やま

ちづくりも進める必要があるのではないか。」と、追加してございます。 

 次に、４番、交通施設・通信施設の整備等でございます。ここの分野につきましては、

（１）で、クルーズ船の誘致ですとか、既存施設の老朽化、そういった視点を示させてい

ただいておりますが、（２）のところで、「奄美群島の振興にとって、輸送ネットワークの

維持・充実は極めて重要である。沖縄も含めたネットワークの視点をもち、輸送インフラ

の実態にも目を向けた上で、必要な支援を行っていく必要がある。」としております。 

 また、５番、住宅及び生活環境につきましては、移住・定住の促進や空き家対策などの

対応に加えまして、Ｕターンに関する情報発信につきましても、追加してございます。 

 それから、６番の保健衛生、７番の高齢者福祉等ございまして、３ページ目の８番、医

療の確保等でございますが、ここのところで、「テクノロジーの進歩を踏まえた遠隔医療の

活用」、そういった観点も追加してございます。 

 次に、９番、防災及び国土保全でございますが、一つ目のポツでソフト面の対策などに

ついて記載しておりましたが、これに加えまして、「奄美群島においては、台風時の停電な

どが頻発することを踏まえ、災害発生後復旧しやすく、また、被害も最小限に抑えられる

ようなインフラの整備を推進する必要がある。」といった点のほか、「離島における土木や

防災の技術を奄美に蓄積し、情報発信することなども考えられないか。」というのを追加し

てございます。 

 それから、その下、１０番、自然環境の保全等につきましては、一つ目と二つ目のポツ

のところで、環境省事業と奄美交付金の連携・分担ですとか、受入れ体制の整備、そうい

ったものを記載してございましたが、これに加えまして、「固有種や保全すべきエリアを旗

印にして、環境の保全と利用のバランスを考えながら、両者を連動させる」「その場合、そ

のことに携わる人や組織が極めて重要となる。」といった観点を加えてございます。 

 それから、３ページの一番下、交流の分野につきましては、沖縄との連携を更に深掘り

していくことについて、記載をしてございます。 
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 それから、４ページ目でございます。１４番、人材の確保及び育成ですが、一つ目のポ

ツで必要な人材のイメージを明確にして取り組むということを記載してございますけれど

も、これに加えまして、「長期的なビジョンをもって、若い人が中心に、奄美にしかないも

のをまもり、新しい奄美をつくるような人材育成の枠組みが必要ではないか。」と。 

 それから、１５番のところですけれども、「外部人材に奄美に関わってもらい、群島内の

関係者をマッチングするネットワークやプラットフォームが必要とされていないか。」「関

係者が切磋琢磨し、新しい価値が生み出され、世界へ広がっていくような仕掛けである。」

と追加してございます。 

 資料５、「検証の視点（案）」についての説明は、以上でございます。 

【原口会長】  では、引き続きまして、前回審議会時に大川副会長様から、関係機関と

の連携を密にして相互の認識を深めて検討を進めていただきたいとのお話がありましたの

で、鹿児島県に「検証の視点（案）」に関しての資料を御用意いただいております。鹿児島

県から、御説明をお願いします。 

【古薗部長】  鹿児島県企画部長の古薗と申します。よろしくお願いいたします。資料

６、Ａ３の資料になっておりますけれども、これを御覧いただきたいと思います。ただい

ま御説明ありました「検討の視点（案）」、前回の審議会の御意見を踏まえて追加されたも

のでありますけれども、全部で４７項目あります。それについて、それぞれにつきまして

県の考え方を右のほうにまとめておりますので、これについて、網掛けをした部分につい

て、御説明を申し上げます。 

 まず、産業の振興開発、（１）の農業水産業に関してであります。１番目の「これまでは、

奄美交付金の活用方策として営農用ハウス等が中心であったが、今後ともその優先順位は

高いか。」ということに関しましては、県の考えといたしましては、やはり収益性の高い農

産物を安定的に生産していくためには営農ハウスや平張施設の整備を引き続き進める必要

がありまして、更には省力化や高品質生産等に向けまして、スマート農業、ＩｏＴであり

ますとかＡＩ等の活用についての取組も支援する必要があると考えております。 

 ３番目です。「農林水産物の輸送コスト支援が奄美交付金で行われているが、加工品の輸

送コスト支援や原材料等移入コスト支援も含めた優先順位をどのように考えるか。」という

ことに対しましては、二つ目ですけれども、本土との条件不利性を改善するためには、輸

送コスト支援を継続するとともに、これまで対象としていなかった加工品、あるいは農林

水産物の生産資材、原材料等ですけれども、これに係る輸送コスト支援を優先的に実施す
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る必要があると考えております。 

 ４番目、水産物関係であります。「奄美群島の水産物の消費拡大に向けた課題等は明らか

になっているか。」ということに対しましては、上のほうですけれども、水産物の鮮度保持

等に必要な製氷施設等、あるいは荷さばき施設等の流通関連施設の整備状況には地域格差

がありまして、地域によっては生産活動に支障を生じておりますことから、輸送経費の軽

減、観光客等のニーズに対応した水産加工品の開発等々、効果的な出荷体制を構築するた

めの施設等の整備を促進する必要があるものと考えております。 

 ６番目、情報通信産業の関係ですけれども、情報通信につきましては、「「ＩＣＴプラザ

かさり」のような取組を更に群島全体に広げるべく、更に戦略的に取り組むべきではない

か。」ということに対しましては、正に情報通信といいますのは、地理的な制約を受けにく

いものでありますので、できるだけ活用したいと考えておりまして、地元市町村が連携す

るなどしまして、拠点施設の整備・活用やＩＣＴ人材の育成を促進する必要があるのでは

ないかと考えております。 

 それから、７番ですけれども、「情報の分野は、これまでの奄美群島の条件不利性を克服

している面もあるので、そのような点に配慮して進める必要がある。」ということに対しま

しては、全く同じようでありますけれども、光ファイバー、これは既に社会基盤となって

いるものと考えております。光ファイバーなど高速通信環境の整備促進を通じまして、新

事業の創出を促進するとともに、中小企業者の経営革新等を促進する必要があると考えて

おります。 

 ちょっと飛びまして、３ページを御覧いただきたいと思います。３ページの一番下、観

光の関係でございまして、１７番ですけれども、アイランドホッピングについて、「次の展

開をどのように考えるか。ハード面の整備や沖縄まで含めて取組を進めるなどの対応が必

要である。」という点に関しましては、今年度、仕組み・課題の整理、沖縄と連携したモニ

ターツアーの実施、検討会の開催によりまして、アイランドホッピングの実現を視野に入

れた検討を既に始めております。今後は、空港や港など既存施設の有効活用を含めた受入

れ環境の整備や奄美・沖縄ルートの形成を図りますとともに、航空機と船とまち歩きや里

めぐりなどの体験メニューをうまく組み合わせて、観光客の利便性を考慮した旅行商品を

開発する必要があると考えております。 

 ４ページにお進みいただきまして、同じく観光で、１９番でございます。今、インスタ

映えとか、いろいろ言われておりますけれども、それにおいて、「ランドマークなどを意識
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的に発信していくべきではないか。」「奄美らしい自然や景観を育てるという強い意志をも

ち、場合によっては、規制をかけた街並みの整備やまちづくりも進める必要があるのでは

ないか。」ということに対しましては、奄美の豊かな自然や個性的な文化を奄美固有の魅力

として地域住民がまずは再認識し、その魅力を国内外に情報発信するとともに、これらの

魅力を体感できる個性あふれる観光地づくりなどの整備を図る必要があると考えておりま

す。また、住環境の整備に当たりましても、気候や自然災害への十分な対応とともに、地

域の豊かな自然、美しい景観、伝統・文化を生かした住まいづくり等を促進する必要があ

ると考えております。 

 それから、２０番、「クルーズ船の誘致などの新たな課題の観点から、整備の必要とされ

る施設はないか。」ということですけれども、既存施設の有効活用を図った上で受け入れ環

境の整備を図ることが重要でありますので、そのような形で進めていく必要があると。そ

れから、道路交通につきましては、主要観光ルートとなります縦貫道路・循環道路等の整

備を推進するとともに、休憩・展望のための駐車場、公衆トイレ等の整備を図る必要があ

ると考えております。 

 それから、２３番、これは人の交流も含めてですけれども、「航路・航空路運賃軽減事業

の対象を「準住民」に広げるべきという意見があるが、どのように考えるか。」という点に

関しましては、運賃軽減の拡充について要望等もなされておりますので、今後、国や事業

者等と連携の上、検討することが必要であると考えております。 

 ５ページにお進みいただいて、大項目９、防災及び国土保全の３１番、奄美群島におい

て、「災害発生後復旧しやすく、また、被害も最小限に抑えられるようなインフラの整備を

推進する必要がある。」「離島における土木や防災の技術を奄美に蓄積し、情報発信するこ

となども考えられないか。」ということでございます。二つ目のポツに書いておりますけれ

ども、奄美群島というのは台風常襲地帯でもありますので、様々な防災対策を既に実施し

てきているところではありますけれども、更に、住民や防災関係機関等への迅速・的確な

気象・河川・土砂災害等の情報提供体制の整備、災害危険箇所の掌握点検・周知徹底に努

めるとともに、要支援者対策の推進、自主防災組織の育成等による住民の防災意識の高揚

を図るなど、地域防災対策の更なる強化を図る必要があると考えております。これらを通

じまして、もしモデルとなり得るものがあれば、全国の離島等に向けましても情報発信す

ることも可能ではないかと考えております。 

 ６ページにお進みください。自然環境の保全等についてでございます。先ほどの世界自
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然遺産に向けての取組にもありましたけれども、「固有種や保全すべきエリアを旗印にして、

環境の保全と利用のバランスを考えながら、両者を連動させるなどの取組がもっとあって

もいいのではないか。」ということでございます。これはまさしくそのとおりでございまし

て、自然保護上必要な地域における利用のルールづくりを行うことで、増加する観光客に

よる過剰利用を防止し、貴重な動植物を保護する。一方で、利用の分散を図ることを目的

といたしまして、多人数の方々も利用可能な、これは龍郷町に既に整備中でありますけれ

ども、「奄美自然観察の森」を再整備するなど、気軽に奄美の自然を体験できる場も整備す

る必要があると考えております。 

 それから、１２、教育及び文化の振興の３８番、「奄美固有の歴史、文化等の伝承・活用

は、奄美らしい観光の推進のためにもきわめて重要であり、更に積極的な対応が必要では

ないか。」という点に関しましては、優れた芸術文化や奄美固有の伝統・文化にじかに触れ

る機会を創出し、各種文化施設の積極的活用、島口、島唄大会等のイベントの充実を図る

とともに、個性ある魅力的な地域づくりを図るため、地域固有の文化の再発見を促進する

必要があると考えております。また、学校教育や社会教育の場におきまして、島唄、八月

踊りなどの伝統・文化の保存・伝承を促進するとともに、奄美ミュージアムの取組で養成

したインストラクター等を核とする体験交流等を推進し、奄美固有の自然、歴史、文化等

を伝承・活用する活動を更に促進する必要があると考えております。人材の育成を図る必

要があるということでございます。 

 それから、７ページの３９番です。国内外の地域との交流に関しまして、「沖縄・奄美と

の連携だけではなく他の離島や国内地域との交流をもっと戦略的に進めるべきではないか。

特に、食文化などに共通点が見られる沖縄との連携を更に深掘りしていくことが重要であ

る。」ということに関しましては、「しまのサポーター」のネットワークの形成推進に努め

まして、関東、関西をはじめとする消費地に対する情報発信の強化のため、郷友会などの

島外在住者を奄美の地域づくりにおける人材として協力を得ることが必要ではないかとい

うこと。それから、沖縄につきましては、奄美・やんばる広域圏交流推進協議会を中心と

いたしまして、両地域の更なる友好を深める取組や産業連携を進め、地域の主体的な取組

による、官民挙げた交流・連携を促進する必要があると考えております。 

 それから、最後に、８ページに入ります。関係者間の連携及び協力の確保などでござい

ます。まず、４３番ですけれども、「民主体のアクティブな組織を立ち上げ、軌道にのせる

ことが非常に重要ではないか。」ということでございます。一番上に書いておりますけれど
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も、奄美の自立的発展実現の主体的な役割の担い手は民間企業であること、民間企業を支

え、積極的に支援する行政という、それぞれの位置づけを明確にするとともに、活発で自

立的な民間企業等の活動を出発点とした産業振興モデルへの転換が必要ではないかという

ことでございます。また、観光交流の面につきましては、現在、奄美におきましてはスポ

ーツ合宿をはじめとした来島者が非常に増えてきておりますので、そのことも踏まえまし

て、多様な主体が参加するスポーツコミッションの立ち上げを視野に入れて、奄美群島に

おけるスポーツツーリズムを促進する必要があるのではないかというふうに考えておりま

す。 

 それから、最後に４４番、これは人材の関係でございます。「全国的な企業や団体、オピ

ニオンリーダーなど外部人材に奄美に関わってもらい、群島内の関係者をマッチングする

ネットワークやプラットフォームが必要とされていないか。」「関係者が切磋琢磨し、新し

い価値が生み出され、世界へ広がっていくような仕掛けが必要である。」という点に関しま

しては、全国的な企業、団体、オピニオンリーダーなど、外部の方々に奄美に関わっても

らい、地域コミュニティ、ＮＰＯ、企業など、多様な主体が連携・協力し、地域課題をビ

ジネスの手法を活用しながら解決するなど、持続可能な取組を行う団体や担い手の創出・

育成を図る必要があるのではないかということ。また、併せまして、地域のニーズや資源

を踏まえつつ、積極的に地域活動に取り組むリーダーやコーディネーターの育成を図るな

ど、人材を更に育成していく必要があるということを記載させていただいております。 

 県の考え方についての御説明は、以上でございます。 

【原口会長】  大変ありがとうございます。検証の視点、非常に具体的に、詳細に渡っ

て考え方を提示していただきました。 

 引き続き、これまでの審議会の御意見を踏まえまして、意見具申骨子案を事務局に作成

いただいておりますので、資料７につきまして、説明をお願いします。 

【山本特別地域振興官】  それでは、私のほうから、資料７について御説明をさせてい

ただきます。次回、４回目の審議会において意見具申案ということで御審議をいただくわ

けでございますけれども、本日は、その意見具申の骨子の案ということで、資料を御用意

しております。私の前に事務局から御説明させていただきました資料５と、鹿児島県のほ

うから御説明いただきました資料６と、この資料７と併せてこの後、御審議をいただくわ

けですけれども、冒頭、会長からございましたように、今日は３回目ということでござい

まして、前回、２回目において「検証の視点」で活発な御意見をいただきまして、そのこ
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とも踏まえまして、「検証の視点（案）」というものを、拡充したものを資料５で御説明し

ました。そしてまた、改めて県のほうでも考えを整理していただいたということでござい

ます。そういう意味では、２回目から連続性で御議論を更に発展させていくという、今日

の会議の目的と、次回４回目で最後を予定しておりますので、意見具申案の構成でありま

すとか、その全体的なトーンでありますとか、そういうものを４回目から逆算して御紹介

をしながら、その両にらみで御審議を賜りたいという趣旨でございます。そういう意味で

は、今日の「検証の視点（案）」でありますとか県の考え方も踏まえ、４回目に向けて事務

局のほうで肉付けもさせていただきますので、今日は、この意見具申骨子案について一言

一句詰めていただく必要はないのですけれども、４回目にこういうものに肉付けしたもの

か出てくるという意味で見ていただいて、意見具申の骨格みたいなところで抜けがないか

というようなことで御審議をいただければということでございます。 

 それでは、資料７でございますけれども、意見具申の骨子案でございますが、５項目、

立ってございまして、１、奄美群島振興開発の意義ということで、これまでの経緯も振り

返りながら、記載をしているところでございます。一つ目のポツでは、昭和２８年に復帰

した奄美群島において、様々な不利性を克服するために諸施策を推進してきたと。そして、

その成果、一定の成果は見られているわけですけれども、二つ目のポツ、特に、平成２６

年度、前回の法律の延長時に創設された奄美群島振興交付金が一層の寄与を果たしている

という、御評価をいただいているところでございます。その下のポツ、三つ目のポツのほ

うは、奄美のいい点、特に自然環境、世界的に見ても生物多様性保全の上で重要な地域で

ある。そして、個性的な伝統・文化や温暖な気候というような、ほかの地域にない魅力・

価値を有しているということを書かせていただいています。そして、１の最後のポツは逆

に、まだまだ経済面・生活面での諸格差が残されている。そして、近年も災害がございま

したけれども、災害面での甚大な被害でありますとか、そういうことを踏まえまして、引

き続き社会資本等の整備や維持管理が必要だということを書かせていただいております。 

 ２では、この５年間の動きということで、インバウンド観光につきまして、我が国とし

ましても重要な課題として推進しているところであるということでありますとか、それと

関連しまして、ＬＣＣの就航等がございまして、奄美群島への入込客数が着実に増加して

いると。そして、国立公園が指定されて、世界自然遺産登録に向けて必要な対応が進展し

ているということであります。また、この５年間で言いますと、ミカンコミバエの発生に

よるタンカンの出荷制限もございました。ある意味、いろんな意味での条件不利性という
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のが再認識されたということだったと思います。そして、平成２８年４月に有人国境離島

法が成立しまして、国境離島の重要性が再認識されたということを、この５年間の動きと

して記載をさせていただいております。 

 ３では、分野ごとの課題や方向性を書かせていただいているところでございますけれど

も、１回目や２回目の御議論の中でも基本方針の検証等で御議論いただいておりますので、

そういうものも踏まえまして、この後、肉付けをさせていただきたいと思いますが、（１）

の産業の振興のところではやはり、これまでもそうですけれども、期待される農業、観光、

情報通信の分野を中心に産業を振興していくと。高付加価値化や地域ブランド化というよ

うな、戦略的な取組を推進していくということでございます。 

 （２）の自然環境のところは、関係者の御努力により世界自然遺産への登録に向けたい

ろんな保護担保措置が整ってきているわけでございますけれども、更なる希少種の保護や

外来種対策の推進等のための環境保全の必要性を書かせていただいております。 

 （３）は観光の開発と交流の促進でございますが、世界自然遺産に向けた動きを好機と

捉えて、沖縄や屋久島も見据えた観光振興や、民泊も含めて奄美らしさを体感できる観光、

更に観光客の需要喚起を引き続き展開というところでございます。その次は、観光の拠点

やネットワークの形成、文化交流ということで、やはり沖縄との交流・連携の重要性を書

かせていただいております。 

 （４）は交通・通信施設の整備や人流・物流の円滑化でございますけれども、生活や産

業振興の生命線である航路・航空路の維持拡充の重要性。そして、人の往来・物資の流通

の基盤である道路・港湾等のインフラ等の整備の推進により、輸送を確保するということ

でございます。また、情報面につきましては、ある意味、進展によって条件不利性を克服

した面もあるという御指摘もいただいておりますので、そういうことも考慮した今後の施

策の展開ということでございます。 

 （５）防災につきましては、防災施設や設備の整備のハード面と避難体制のソフト面の

車の両輪ということで、総合的な防災対策を書かせていただいております。 

 （６）生活環境の整備や定住の促進のところでございますが、高齢化に対応した介護サ

ービスの充実や医療の確保、生活インフラの整備等々により定住を促進するということを

書かせていただいております。 

 ４では、今日のワーキングの御報告もいただきましたけれども、奄美基金の政策金融機

能について、大きな項目を１本立ててございます。産業資金の供給が引き続き必要である
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ということ、そして、業務や組織運営の面での改革により繰越欠損金の解消の必要性とい

うことも書かせていただいた上で、シンクタンク機能、サポート機能、コーディネーター

の役割ということに触れるということでございます。 

 最後、５、今後の奄美群島振興開発に向けてとしまして、一つ目のポツのところでござ

いますけれども、諸課題の克服と将来の発展を実現していくためには、平成３１年度以降

も法的枠組みにより特別の措置を講じ、奄美群島振興開発を積極的に推進することが必要

だということ。意見具申の核になるところでございますけれども、その上で、二つ目のポ

ツのところでございますが、５年前に創設されました奄美交付金について、説明責任を果

たしつつ、より一層優先度の高い課題に活用するなど、それを前提の上で、地域の裁量に

基づく施策の展開をしていただきたいということです。それと、奄美特有の魅力・価値を

次世代につなぐとともに、振興の担い手となる人材の確保・育成ということを書かせてい

ただいております。最後は、前回も県や広域事務組合から総合調査やビジョンの報告をい

ただきましたけれども、奄美の振興開発に欠かせない登場人物であります、国・県・広域

事務組合・市町村の役割分担の明確化と連携の重要性を書かせていただいておりまして、

現時点で意見具申の骨子ということでお示しをさせていただいておりますけれども、今日

の御意見を踏まえまして、次回に向けて書き込ませていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

【原口会長】  ありがとうございました。 

 大変重要な奄美群島の振興開発についての意見具申の骨子案ですから、今日は大まかな

ところで御意見を賜ればと思っております。これには活発な御意見をいただきたいと思い

ます。意見具申の本当にベースになるところでございますので、よろしくお願いします。

鹿児島県のいろんな検証の考え方など、非常に具体的だったと思いますので、それを踏ま

えての骨子案になっているのではないかと思います。 

 奄美のささんとう（笹の塔）というのを御存じでしたでしょうか。これは管理者しか分

からないと思いますが、大和村の笹の丘、「とう」というのは丘なんです。鈴木亮平さんが

あそこに立って笑顔で東シナ海に向かっている、オープニングのシーンなんですけど、あ

れはほんの一端でして、奄美にはインスタグラムになるようなすばらしいところがまだま

だ沢山あるんじゃないかと思います。そういったことも盛り込まれていたというふうに思

います。 

 私が感想を申し上げても何ですけど、アイランドトレイルなんかは、愛加那が、乳飲み
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子を背負って、菊次郎を連れて、佐仁から恩勝まで１２キロの山道を歩いていったところ

が推薦地域でございますので、今、愛加那ロードして、尚子ロードは海寄りですけれども、

山の中の道が新しい魅力じゃないかなというふうに思っております。 

 それから、奄美群島国立公園のときには、新しい環境文化型として、生態系だけではな

くて、それが紡いできた生活文化というか、島唄とか、島言葉とか、里の景観とか、踊り

とか、多分、２０２１年に地域の伝統芸能の全国大会を鹿児島でというような動きもある

ようでございます。これは、２０１５年に、岩切副知事さんとともに、国民文化祭の第３

０回を催しましたときに、全国の文化的な行事が鹿児島県で行われました。そういう点に

おきましても、２０２１年もそういうのが実現されれば、奄美の唄、踊り、信仰、方言も

含めまして、多くの魅力があると思います。そういったことを私は感じておりますので、

是非、いかがでしょうか、皆さんの御意見を。 

 私は初めて御挨拶を。小池委員、私みたいな感想がございましたら。 

【小池委員】  ありがとうございます。Ａ３版の資料などを拝見させていただいており

まして、あと、これまでの御説明を伺っている中で、民間の連携が重要と鹿児島県の方も

おっしゃっておられたと思うのですけれども、特にアイランドホッピングなどの観光につ

いては、地元の方たちの意識も重要ですし、それと併せて、実は交通事業者さんたちの協

力が非常に重要だということがいろいろな取組から見えてきていると思います。つきまし

ては、ここの中に特に、ツアーをやるとか、旅行商品の造成みたいなことは書いていらっ

しゃると思うのですけれども、今まで航路事業者さんたちは航路維持という非常にシビア

なお話をされてきましたが、、観光振興にも交通事業者さんにもっと寄与していただくとか、

少し夢のある話にも入っていただきたい。観光は人が楽しむものなので、関わる方、特に

交通事業者さんたちにとっても、自分たちが船を動かしたり、飛行機を飛ばしたり、路線

バスを走らせる中で、どんなことを目指すのか、観光に対して交通の事業者さんたちの参

画を促していくようなことができると、より良い充実した観光につながるのではないかと

思っております。資料６の３ページのアイランドホッピングのところでは、交通事業者さ

んも非常に重要なキーパーソンになってくるのではないかと感じた次第です。 

 また、資料の４ページですけれども、観光の開発の１９番の項目ですが、自然保護とい

うのも非常に重要ですが、奄美の独特な文化について、地元の人が一番よくそれを理解し

て、自分たちはすごく特有の良い文化を持っているということを認識していただかないと

なかなか隅々まで観光の意識啓発や醸成につながっていかないのですけれども、ここは、
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そういう人たちの気持ちを非常に高めていくためにも、何らかの文化財指定が必要ではな

いかと思います。重要文化的景観のような、形としては見えづらいものも、文化が自分た

ちの地域に根づいているということを周知していけるような、文化財の政策とあわせた取

組がなされていくと、住んでいる人にとっても、自分たちの地域というのが改めて、良い

ところ、すごいところという理解促進につながると感じた次第です。 

 以上です。 

【原口会長】  そういえば、奄美群島国立公園に当たっては環境文化という新しい概念

が出ましたので、これをより具体的に進めていかなきゃいけないという段階に入っている

のかなというふうに思いました。 

 交通事業者に関しましては、西委員、奄美基金にも御苦労いただいたのですけれども、

御意見を今伺うことできますか？ 小池委員のほうから、アイランドホッピングがござい

ましたよね。そういうものを、西表まで含めて、世界自然遺産の４地域が全てそろって自

然遺産は価値があるんだという、奥田課長さんのお話を伺いましたので、ホッピングトレ

イルとか、島を結んでの、そういった島の楽しみ方ですね。こういった観光面における展

望なんかがありましたらお願いしたいのですが、いきなりですが、どうでしょうか。ほか

の感想でも結構でございます。 

【西委員】  アイランドホッピングに関しては、航空会社のほうも既にやっていますね。

ＪＡＬなどが今、結構積極的にやっていると思うのですけれども、ああいう企画というの

はどちらかというと東京とか大阪の人たちが観光として行くのが目的になっているので、

実は、私は大阪の飛行機好きの友人に聞いたんです。大阪発着でやっているよというのが

あって、ＪＡＬのホームページを見たら載っていたので、これはおもしろいそうだから、

奄振の委員をやっているので是非１回乗ってみようと思って、７月に乗ってみようかなと

思っているのですけど、離島を含む八カ所を飛ぶという、そういうのをもうちょっと、飛

行機好きの人は知っているけれども、そうでない観光客に知らしめることによってもっと

広がっていくのかなということで、ホッピングというのは、それこそ奄美大島の、県庁の

ほうが中心になってこれまでやっていらっしゃいましたけれども、今後、それに力を入れ

ることによって、より知っていただくきっかけにはなるのではないかというふうに、私も

考えております。 

 それと、この資料のことで私が気づいたことを次に申し上げてもよろしいですか。 

【原口会長】  お願いします。 
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【西委員】  すごく細かい指摘で申し訳ないのですけれども、資料５「検証の視点（案）」

の１４番の赤字のところで、「長期的なビジョンをもって、若い人が中心に」というところ

は、「若い人が」にするのだったら、「若い人が中心になって」、もしくは「若い人を中心に」

にしたほうが、文章はスムーズかと感じました。 

 これの県の考え方で、網掛けしてないので今日の御説明から割愛されているのですけれ

ども、非常に重要なことが書いてあるなと思ったのは、「販売やパッケージングなどビジネ

ス力強化のための人材育成」ということが書いてありました。先日、地元の新聞のコラム

に、奄美の人が沖縄に旅行に行くとき、手土産が非常に困ると。それはなぜかというと、

特産品がほとんど一緒だからと書いてあった。ところが、沖縄から奄美に帰ってくるとき

には、ちんすこうとか、沖縄ならではのお土産があるから、お土産を買うのに困らないと

いうコラムが書いてあって、その直後に、私、鹿児島から沖縄に行った友人から、お土産

に黒糖のセットをもらったんです。それは八つの島のサトウキビを原料にできている黒糖

の詰め合わせということで、本当にパッケージがおしゃれで、小さな、１人の人にあげる

のに便利で、しかもチャックがついていて、非常におしゃれだったんです。鹿児島県とい

うのは、私が携わっている仕事のデザインとか文章とかにあまりお金をかけない県なので。

でも、実はそこに力を入れることによってもっともっと奄美のお土産の商品とかっていう

のはビジネスにつながるチャンスがあるところなのを、非常にもったいなくて、沖縄の人

から黒糖のお土産をもらったときに、私、黒砂糖の黒糖は奄美大島のお土産だと思ってい

たので、すごくショックだったというか、こんなおしゃれなお土産が沖縄にあるのかって

いうのを感じたのですね。なので、この骨子とか、その辺には盛り込めないかもしれない

のですが、その背景にある、その辺の大事さというのをもっと訴えたくて、一言コメント

をさせていただきました。 

【原口会長】  大川委員、どうぞ。 

【大川副会長】  今の話にちょっとつなげると、実は、石垣の黒砂糖入りのチョコレー

トというのを女房が、おとといかな？ こういうのがありますよって、食べたらおいしん

ですね。黒砂糖が中に入っている。ところが、メーカーは、北海道の有名なメーカーなん

ですね。それがいいか悪いかは別にして、いずれにしろそういうものもあって、これは同

じようなものを作れば奄美で売れるなと。かわいいんですよ、やっぱり。多分、だんだん

そうなってくるんじゃないかなというふうに個人的には思っていて、観光客が増えれば、

そういう形の需要もふえて、多分なってくるのかなという期待があるので、是非進めても
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らいたいということ。 

 ちょっと私の全体を通しての意見を申し述べさせていただきたいのですが、地域開発を

ずっとやってきて、私として考えてみると、５０年とか、そういう単位で物をずっと考え

ていく必要があると。それは非常に先のように見えるけど、私みたいな年齢になると、５

０年前って、まだ二十歳ぐらいのときの話で、十分、実は近いんですよね。そうすると、

同じようにこれからの５０年というのもかなり近くて、５０年後にどんな奄美がいいのか

というのを考えたり、１００年後はどうなのかというのを考えた上で考えていく必要があ

ると常々主張しておりまして、この視点は抜かせないと。そこに向かって、どういうよう

な奄美にしていくのか、また、どういう奄美が自分たちの奄美なのかということについて

確認して、かつ、それをつくり上げていくということが必要だ。 

 私自身は静岡県の三島の出身なんですけど、三島の今の市内、中心部のところは、電柱

線がなくなりました。全部、地中化されました。今まで自分が見なれた雰囲気と全く変わ

った形になってきているのですけど、最初は若干違和感がありましたが、今やそれが自然

になりました。 

 それから、２０年前ぐらいですが、これは私自身が知らなかったのですけど、景観条例

ができて、民家がそういう中心部のところで家をつくり直すときには、こういう形の外形

にしてくださいという基準ができていて、これはそういうことで、だんだん同じような雰

囲気できれいな形に街がなってきたなと思って調べてみたら、実は景観条例ができていて、

それに従ってつくるとそういう形の、みんな雰囲気が同じようになってくるのですね。そ

うするとだんだん、三島の街自身が活性化してきたというか、お客さんが増えてきたよう

な感じがするんです。これって、２２年ぐらいの関係だけど、そういう形の変化があると

いうことなんですね。 

 奄美も同じで、奄美に今あるものというか、昔からあるものを大事にするのは当然なん

ですけど、だけど、そのものに基づいた景観だとか、奄美ってこういうところだよってい

うものをみんなでつくり上げていって、これは、若い人が中心なのか、古い人が中心なの

か分かりませんが、ただ、いずれにしろつくり上げていって、それによって、５０年後の

奄美はこんな姿になったらいいな、みたいなものに基づいてやっていくことが必要だ。世

界自然遺産への登録のためにも、私も、生物多様性だとか、ネイチャー派としていろんな

ところに行ってみるんですけど、ネイチャー派としてみると、一番困っているのは二つで

す。ある意味で、野良猫ですよね。これによって、いろんな動物が死んでしまいます。そ
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れから、本州で言えば、増え過ぎたシカだとか、イノシシだとか、これも困る。特に、イ

ノシシより、シカほうが、自然が破壊されるという意味では困ります。こういうものにつ

いてはちゃんとした管理をしないとその自然が変わってしまうということはいろんな事例

で多く分かっていると思うので、このあたりもやっぱり、大事な奄美について、一種の規

制と強制力を持った形でやらないと、本当の意味で５０年後の奄美というのは、普通の、

時代に流れたような形のものしか残らないかもしれない。そこはやっぱり、そうじゃなく

て、奄美らしさを残すというか、奄美らしさをつくっていくということが必要なんじゃな

いかなというふうに思っているということで、是非ともそういう方向でやっていただける

とありがたいなと思います。 

 それから、ＩＴが非常に進んだということはどういうことかというと、今や、もう既に

行われていると思いますけど、大学の授業とか何かは、学校に行かなくたって、別のとこ

ろでやれる。予備校なんかは、既にそういうことが起こっているわけですね。そうすると、

奄美を出なくても、奄美の中でいろんな勉強ができる形というのをつくる。むしろ、もっ

と進んだ形で奄美自身がＩＴを使って変わっていくということでいくと、条件不利地域と

いうのは、かなりそういう点では、人間とか物の移動についての条件不利性はずーっと残

るのですが、この条件が不利かどうかというのは、ＩＴの進展、また活用いかんによって

は変わってくるかもしれないということなので、ＩＴの活用については、もっと前向きに、

もっと工夫を考えてみる。これは逆に言うと、今ある奄美という状況下の中にいろんな形

でいろんなアイデアが出てくると思うのですけれども、是非こういう形で大事な奄美をよ

り深めていただけるとありがたいなと、こういうふうに思っています。 

【原口会長】  大川先生、ありがとうございます。文学、哲学的な御発言をいただいた

ように思います。奄美成長戦略ビジョンを朝山管理者と御一緒に策定したときも、２０年

という長い先を見通してつくろうよということだったのですけど、でも、あの時点では喫

緊の１０年の計画を立てるということが焦眉の課題だったように思いますね。今、大川委

員の御発言を伺いますと、確かに、私も７１歳になりまして、田島ナビさんじゃないです

けど、人生１００年の時代に、とっくの昔に奄美は入っております。ＩＣが、私たちの仕

事、ほとんどしなくてもいいように、なくなると思いますね。そうすると、廃藩置県で２

００万人の武士がすることがなくて何か仕事をつくらなきゃならなかったというのは、他

人事でなくなっているんじゃないかなと思いますね。仕事は、ＩＴ、ＩＣがやってくれて

人生が２倍になったときに私たちはどうするかというのは、５０年先のビジョンをつくら
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なきゃいけないんじゃないかというようなことも考えました。奄美らしさをつくっていく

ことが、人生１００年時代に向けて大事なことじゃないかというふうに受けとめました。

ありがとうございます。 

 ほかにいかがでしょうか。伊集院委員。 

【伊集院委員】  地元のほうからちょっと、御意見とか、質問をさせていただきたいと

思います。 

 これまで、この奄振におきましてはいろいろと、年数をかけて奄美がこうして打って変

わってきたと思っております。先ほど原口会長がおっしゃるように、大河ドラマの影響が

これまで大きい影響なのかなということを、先ほど来、出ています宮古崎に、何も、誰も

見向きもしなかった場所が、テレビに出ることによって大きく変わってきた。我々は７年

前からあそこを、集落と一緒になって整備を、村と一緒に進めて、県の力をいただいて整

備を図ってきた場所なんですけれども、これが、大和村でできることをやっていこうとい

うことで、ＮＰＯとその当時からいろいろ意見交換をしながら、大和村でできることを取

り組んできたわけでございますけれども、今、それが実を結んで、いろいろと大きな、地

域が体験型観光をやっている。私は、今までにない取組ではないかというふうに思ってい

ます。これまではハード整備をする中でいろいろと整備を必要とするところが多々あった

わけでございますが、その整備がある程度落ち着いてきた中で、この奄振法の生かし方は

どこにあるべきなのかというのが、今やっと群島民が少しずつ理解をしている状況にある

のではないかというふうに思っています。大川先生からもお話がありましたように、ＩＴ

の問題も、奄美大島本島は奄美市一部と一部の市町村が整備をされただけであって、我が

大和村も昨年から宇検村と一緒に、本島内に何とか平成３０年度で、民設民営でＮＴＴさ

んが光通信をこうして、市町村の負担を出して整備を図るようになりました。ですから、

我々としてもまだ、奄美群島は５年前の法延長において交付金ができたことは本当に画期

的なことであって、そのことが多くの群島民にとって大きな効果をもたらしているという

ふうに思っています。そういう中ではまだ道半ばであるという意味を、これまでも国・県

の皆さんにいろいろと、御指導いただき、御協力いただいている中でありますけれども、

やはり、条件不利性がまだ改善されていないところもありますが、道半ばの中では、是非

とも法延長をまた推し進めていただきたいということでございます。まだまだ地元の頑張

りが足らないところもありますけれども、我々は、今置かれた課題を一つ一つ解決しなが

ら、地域の発展に向けて取組を１２市町村でやっているところでもございます。 
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 先ほど奥田課長のほうから、世界自然遺産の延期の話がございました。我々といたしま

しては、これはピンチをチャンスに変える準備期間にあるんじゃないかということは、我々

地元もそういうニュアンスで感じております。だから、地元の受入れがまだ不十分なとこ

ろをしっかりその準備期間の中で整備をしていこうということもそれぞれが認識をしてい

るところでもございますので、世界自然遺産登録は、慌てることなく、しっかりとしたも

のになっていくためにも、我々が着々と準備をしていくべきじゃないかというふうに考え

ております。これは、自然遺産も含めて、奄振も、そういう地元に、どういった形で地元

が生かしていけるのかということを、いま一度、我々も立ち止まりながら考えているとこ

ろでもございますので、そういう点についてはこれまで委員の皆さんから御議論いただい

た中で、我々はしっかり地元としてできることをやっていきたいというふうに思っている

ところでもございます。 

 いろいろ、国のほうからの「検証の視点」、また県のほうからも総合調査における考え方

を示していただいて、本当にありがたく思っております。そういう中で、今日は資料７で

先ほど振興官のほうから説明があった中で１点だけ確認をさせてもらいたいのは、これま

でも国・県と一緒に連携を図りながら広域事務組合のほうが奄美の１２市町村の意見をま

とめて、それを県としっかり連携を図った中で事業要望受け入れをしていたわけでござい

ますので、この中で特に、最後の５番目の今後の開発に向けての文言の中で、「国・県・広

域事務組合・市町村の役割分担の明確化と連携が重要。」ということでありますけれども、

我々としては、これまで同様、この位置づけを、広域事務組合の位置づけ、これは１２市

町村を取りまとめするという立ち位置があるわけでございまして、その中ではどうしても、

県の御指導の中で、そこ中に入っていただいて国とやりとりをしていただくということは

これまでも私は変わらないんじゃないかというふうに思っておりますので、これは、直接、

国と広域事務組合がやるとかっていうことよりも、今までどおり県がその中に入って、我々

にしっかり市町村の指導をしていただけることが、地元も動きやすい分もあるんじゃない

かというふうに思っているところでもございます。なかなか、我々、広域事務組合、でき

た組織が、その市町村の予算を振り分ける組織じゃございません。これは、市町村をまと

めるために、奄美の意見を集約して、それを県なり国に伝えるという組織の位置づけがあ

ろうと思いますので、そういう点については、私は、あえてうたうということが、どうし

てうたわれているのかどうか、そこをちょっと疑問に思っているのですけれども、これま

でどおり、国・県・市町村がしっかりとした連携の中で奄振事業を進めていただくという
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ことが、私はスタイルとしていいのではないかというふうにちょっと感じたところでもご

ざいますので、その点についてだけ、国土政策局のほうからちょっと御答弁をいただけれ

ばというふうに思います。 

 以上です。 

【原口会長】  御答弁をいただくのですか。 

【伊集院委員】  はい。この文言の意味をちょっとお聞かせいただければと。 

【原口会長】  山本振興官、お願いします。 

【山本特別地域振興官】  ここに「国・県・広域事務組合・市町村」と書いてございま

すのは、説明でも申しましたように、前回もビジョンや総合調査を御報告いただきまして、

特に５年前からビジョンをつくっていただいたりして、この奄美制度の中での主体として、

国・県・広域事務組合・市町村という連携でやってきているということの重要性をうたっ

ているところでございますけれども、どんどん施策は深まってまいりますし、世の中も変

わってきますので、そのときそのときで、いつまでも同じ形ではなくて、いろんな見直し

があっていいんじゃないかというようなことが、いろいろ御意見としてはあることもござ

います。そういうことも踏まえて、意見具申に向けて書き方のことをまた相談させていた

だきますけれども、一つ、私なんかが実務をやっているときに思いますのは、広域ビジョ

ンとかでもそうですけれども、提案するときに非常にいい仕事を今までされてきておられ

ますよね。ビジョンを提案する。いろんなことを提案する。そして、今度は交付金を実施

するときの役割、決して県がどうだということではなくて、今までと同じ関係性の中であ

ったとしても、例えば、今、交付金について言いますと、広域事務組合というのは、特に

執行というような面で言えば、ほかの市町村と並びで事業をやっているということだと思

いますけれども、そういうあり方についても、今後、いろんな、これまでの実績とか、将

来を見据えた課題の中で、いろんな議論があり得るんじゃないかということで書かせてい

ただいているところでございます。 

【原口会長】  多分、いろんな議論がされなきゃいけないことであるんじゃないかなと

いうふうに聞きましたけれども、その中でも、人材というのは非常に豊富で、「西郷どん」

をやっていても思うのですが、里アンナさんとか、城南海さん、それから山下洋輔さんま

で出て、鹿児島の方ですけれども、二階堂ふみさんは正に沖縄出身で、奄美に関わりのあ

る方で、満島ひかりさんも入れると、元ちとせさんはじめ、これだけの俳優さん、スター

さん、歌手がいらっしゃるところは、ないと思うんですね「西郷どん」がクランクアップ
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する前に、沖永良部島に正名という集落がありますけれども、地域振興に生涯を掲げた前

田正名のドラマ・アンド・ドキュメンタリーがクランクインします。多分、ＫＴＳ、フジ

テレビで放送になると思いますので、特に沖永良部になると思うのですけれども、マスコ

ミのほうでは奄美の注目度というのは相変わらず増すばかりでございますので。 

 本部さん、何か御意見ございませんでしょうか。いきなりで済みません。 

【本部委員】  「西郷どん」の撮影が、今、原口会長がおっしゃった正名集落でありま

して、何回も足を運びまして、そのときの撮影現場を拝見いたしました。今おっしゃって

いるのは、正名集落の方のドラマが始まるということですね。 

【原口会長】  前田正名のドラマ・ドキュメンタリーがつくられます。 

【本部委員】  また楽しみができました。 

 先ほどの大川委員のお話の中で、５０年、１００年という長い年月をかけて奄美らしい

景観をつくるというお話がありましたけれども、私たちは、国立公園に指定されましてか

らは、少しでも目の前の海に流れついた漂着物を拾ったり、海岸の清掃を一斉に行うとか、

そういうことにばかりとらわれておりましたけれども、自身の中では、昔の奄美の風景と

いうのは、どの家も石垣の塀に囲まれて、そして、屋敷守のガジュマルの大木があり、そ

ういうのが奄美らしい風景だったのですけれども、これはまた、帰りましたら、身近なと

ころから、機会をつくって話をしてみたいと思いました。 

 あと、資料５「検証の視点（案）」に対する県の考え方なんですけれども、これまでの５

年間も目を見張るような、私どもの周囲でいろんな変化がございました。交付金のおかげ

で、周囲がどんどんよくなっていきました。そして、この県の考え方を見ますと、これか

らの５年間もとても楽しみでもありますし、是非これが全て実施されるといいと願ってお

ります。 

 ありがとうございます。 

【原口会長】  ありがとうございました。 

 沖永良部島は、長谷川千代子さんの芭蕉布工房がございますよね。長谷川千代子さんが、

スタッフのために芭蕉布をつくってくださいました。当初、「西郷どん」の制作に当たりま

して、知名町の方々は、あの辺は和泊だけが脚光を浴びるんですよって心配なさっていた

んです。そこで、いや、そんなことはないですよって。アラマさんが、奄美全体を考えた

場合、正名集落がありますでしょうと言いまして、知名町の方々も取り組んでくださって、

よかったなと思っています。 
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 実は、織物がうまい神様というのは、日本では愛善明王なんですね。西郷がとぅまに愛

という名前をつけたかというのは、非常に珍しいのです。普通、タケとか、ツルとか、マ

ツとか、カメとかなんです、日本人の女性につける名前は。沖縄に行きますと、釜とか鍋

とかは大事なものですね。織物が上手な人が愛善明王なんですね。だから、愛とつけたん

じゃないかなということで、それ、「日本人のおなまえっ！」でもうすぐ放送しますので、

どうか御覧になっていただきたいと思います。自分の宣伝をして、申しわけございません。 

 今日は、この骨子案に関しまして、自由な御意見を賜りたいと思いますので。先生、い

かがですか。 

【竹林委員】  さっきから割と、５０年とか、１００年とか、すごく長いスパンの話が

出てきて、すごくロマンがある話でいいと思うんですけど、私、関西なのでどうしても、

明日の希望より目の前の御飯のほうが興味あるので、そういうほうからちょっと言わせて

いただきます。 

 総論的には全くそのとおりだと、骨子なんかは思うんですけど、ただ、私、先ほどから

交通とか輸送の話が専門ですって申し上げているんですね。ここでもいろんな点で交通の

話が出てくるのですが、これは国土交通省なので、そちらのほうがよく知っているはずな

んですけど、今、同じ省の中で、局で方針が大分変わってきているところが何ぼかありま

すよね。私、港湾局はよく出入りしているので、港湾局の話をすると、「ＰＯＲＴ ２０３

０」というのを今つくっているのですけど、それの中でも、ここで出てきている、例えば、

内航、国内輸送ですね。内航輸送プラス離島航路という話は、「ＰＯＲＴ ２０３０」に、

今はまだ草案の時点ですけど、かなり力を入れるって、明確に書いているわけですよ、も

う既に。やるって言っちゃっているんですね。今まで、手つかずというか、なかなか方策

がなかったんだけどということがあって、今回、２０３０というスパンを考えると、これ

はやるべしと、そういうスタンスになっているわけですね。だから、特に皆さん、今まで

交付金でちゃんとやってこられましたと言うんだったら、そういうところで乗っかって、

うちではこういうのをやっているから一緒にどうですかみたいな、相乗りのそういう政策

みたいなものにつなげていくというのは、５年間というスパンで考えるのだったら、要る

と思うんですね。今年の７月に確か本審になると思うんですけど、今の段階でも既にそう

いった話になってきているし。 

 それ以外でも、奄美に関係しているので、例えば、琉球海運さんは今、奄美～沖縄航路

を延ばして台湾へ持っていって帰ってくる、こういう航路もつくっていて、これは成功事
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例として一応言われているんですね。どこまで成功と言うかは別にして、少なくとも今で

もやっていますわ。今、南側のそういう輸送というのをすごく頑張ってやっているところ

も出ているし、先ほどキャリアさんの話が大事やというのもありましたけど、実際やって

いるんですね。そういう事例は今後伸びてきそうやと、そういう局間の情報をきちっと整

理して、これに入れ込んでいって、うちもそこに乗らせてみたいな感じがあるかと思うん

ですね。多分、航空局は最近、インバウンドの話で頭がいっぱいだと思うので、国内輸送

はどうなっているのか知りませんけど、少なくとも海運のほうはそうなってきていますの

で、特にフェリーというのはすごく大事になってきているので、こういう地域の輸送でも

そういうところは入れ込んで、政策側で、言ってしまうと目の前に見えている的なので、

それをきちっと落していくような形で考えていただきたいなと思うんですね。 

 船の話ばかりになりましたけど、飛行機はもちろん大事なんですけど、先ほど西委員が、

大阪発のアイランドホッピングで八つ回るというのは、めちゃくちゃ高いんとちゃうかな

と思ったんですけど、実際、今の世界遺産の四つの島を回るのでも、全部、ジェットで行

かなあかんので、ジェットはそんなに安くないよというやつなので、そこら辺の輸送に関

する工夫みたいな、ターボプロップで行ける範囲で何とかできませんかねとか、そういっ

た現実的な話も踏まえてちょっと考えていかないと、今出されているのは総論の話であっ

て、数値目標みたいのは多分立てられないと思うんですけど、財務省説明的には数値目標

があったほうが覚えがめでたいと思うんですね。だから、できれば、交通なんかは割と明

確な数値目標は出やすいので、ちょっと考えられてもいいかなと思う次第です。 

 以上です。 

【原口会長】  先生、ありがとうございます。 

 どうぞ、振興官。 

【山本特別地域振興官】  貴重な御意見、ありがとうございます。竹林委員のおっしゃ

ったことについては、今日は骨子でございますので、今後、具体化するようなところでも

配慮したいと思いますけれども、先ほど交付金の話がございましたが、ハード整備といい

ますか、奄美の公共事業につきましては、私どものほうで予算的には一括計上なんですけ

れども、執行するときには港湾局も含めて各部局に移し替えをして執行すると。ソフトの

交付金とは違う仕組みで、ハードを推進しております。そういう意味では、私ども自身も

横のアンテナは張っているつもりでございますが、今の御指摘も踏まえて、よりきちっと

張っていこうと思いますけれども、地元のニーズを踏まえても、例えば、港湾局がそうい
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うことをしようとしていると、地元がまずそれをキャッチして、それが私どものところに

要求段階で来るというようなルートもございますし、私どもが横の連携をより密にしてそ

この状況を把握していくというところもございますので、縦横、そのルートを駆使しまし

て、考えながら施策を展開して参りたいと思っております。 

【竹林委員】  いや、違う。鹿児島県さんって、多分、離島航路を一番持っているから、

その話は一番詳しいんじゃないかなと思ったんですけどね。 

【原口会長】  「ＰＯＲＴ ２０３０」は、大変大きな目標、グランドデザインにかか

わることで非常に重要で、今、日本の海運は、瀬戸内航路と奄美～沖縄航路とがリンクし

てないような感じもしないでもないのですが。 

【竹林委員】  完全にリンクはないのですけど、例えば、志布志で一回つなぐとか、そ

ういうのはあるんですね。ネットワークなので、いろんな作り方があるんですけど、実際

に今、九州の話をすると、南九州から関西とか東京の荷物って相当数は船で流れているの

で、多分、鹿児島県さんはよく御存じだと思うんですね。それをもっと延ばしていくとい

うような施策も、当然考えられるんですよ。だって、今、鹿児島がプレーヤーの中心なん

ですからね。そういうところで、例えば離島航路をこれだけたくさん鹿児島は持っている

んだから、当然それは考えているだろうと、私は思っていたのですけど。 

【原口会長】  ありがとうございます。「さんふらわあ さつま」が新造船で就航いたし

まして、私は、その日に「さんふらわあ ごーるど」に乗って、大雨の中、神戸を出港し

まして、その日のうちに大分港に着いたのですけれども、楽しい昼の瀬戸内海の旅と銘打

って、たくさんのお客さんが乗っていて、全く見えないという状況の中で、そういうとき

にどういうサービスをするかというときに、僕、乗っていてよかったなと。ほとんど講演

会になりました。瀬戸内航路は魅力ですけれども、これから、スマート乗船の手続でしょ

うか、これもうたってありますし、ほかの乗り物と比べて、船に乗るときはいろんな手続

がありますよね。 

 いかがでしょう、小池委員。 

【小池委員】  フェリーの乗りやすさの改善は、飛行機とかがどんどん乗りやすくなり、

電気の充電設備が、飛行機、鉄道はどこでも充電できるようになってきていますが、なか

なか船のほうはそこが追いついていかない。細かい旅客の需要に対して、きめ細かなとこ

ろをもっと拡充していけると良いのではないかと思っています。 

 防災の、土木系の話になってしまうのですけれども、先ほどの鹿児島県さんの資料の５
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ページの３１番ですが、色々な自主防災組織をつくっていくとか、情報提供体制とか、ソ

フト的なことは非常に多く盛り込まれていると思いますが、防災はソフトとハードが両輪

です。危ないところに対して、どう投資を入れて、ハード整備をしていくかということで、

これまでの議論を拝聴していて、前回の会議の成長戦略ビジョンでも、産業をつくるとか、

産業を強化していくという中で、農業、観光、情報通信は非常に取り上げられております

が、今回の自然遺産の件も含めて、自然保護や環境保全が産業になっていかないと一般の

人は、「自然は大切だ」というところでとどまってしまう。それが産業になると、自分たち

の商売であるとか、これまでやってきた自然保護でお金がもうかるという仕組みをつくっ

ていかないと、なかなか自然遺産に対して、一人一人、住んでいる人の意識が今以上には

先に進まず、壁にぶつかってしまうのではないか、と感じております。 

 資料を拝見しても、産業というところに自然保護・環境保全よりも、開発が話の中心に

なってしまうのかもしれませんが、今日は海津先生がいらっしゃらないので、個人的にも

気になっているところなのですけれども、観光というと開発の側面が強く意識されていた

のかもしれないのですが、自然保護を産業化していくことがどこかでできると、例えば、

土木の話では、重機を使う商売の人たちにとって、自然保護も一つの商売の新しい切り口

になっていく可能性があるのではないかと思っています。災害復旧もするけれど、日常的

な自然の保護・保全・管理に対しても、建設業の人たちがどうコミットしていくのか、そ

こも民間の協力を得ながらになると思うので、ここの会議の中で議論するのかどうかは別

として、考えていくことができると良いと思っております。 

 以上です。 

【原口会長】  本当にありがとうございます。これからの考え方といいますか、河川の

治水に関しては、既に多自然型の治水ということが、主な産業というか、主な取り組むこ

とになっていて、災害復旧も含めて多自然型の治水をやるということがメーンになってい

るような気がしますので、奄美のほうも自然保護が産業になるという可能性ということを

模索すべきではないかなというふうに、私も感じました。 

 いかがでしょうか。是非、今日は自由に御意見を言っていただける機会でございますの

で。 

【竹林委員】  土木の話だったら、私はもともと土木ですから。その話が出ると思わな

かったので。 

 まず、会長が言われた三面張りは今はやらないので、奄美だったら、三面張りでやりま
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しょうは、多分ないでしょうね。ないと思いますわ。コンクリートをばーっと張ってやる、

昔ながらのあれは、もうないと思うんですね。 

【原口会長】  いや、警戒しないと。 

【竹林委員】  いや、それはやりにくいと思いますね。今、それをやると、いろいろ文

句出ますから。それよりも、私、奄美だったら、この間も雨のときに気になりましたけど、

深層崩壊とか、地盤系のほうがあれですね。先ほど小池委員が言われた、いわゆる建設業

者がそういった保護事業なんかもやるというのは商売になりませんかというのは、離島の

ほうではちょっとないのかもしれないけど、実際、本土のほうではやっていますからね。

要は、情報がそこまで行ってないとか、地元業者がそこまでやる気はあるかという、そっ

ちのほうの問題だと思うので、それは多分、何かしらエンカレッジして、やるような仕組

みを自治体が作るか何かせないけないのだろうなと思います。 

 あと、先ほど深層崩壊の話をしましたけど、私、奄美のほうでどこでも気になっている

のは、基本的に防潮ラインの再設定はしないとやばいというのはずっと思っていますけど

という。高波、普通じゃないでしょう、今。今までの台風じゃないから、防潮ラインは多

分、今までの設定では危ないはずなんですね。堤防の規定も、多分変えているはずですし。 

【原口会長】  スーパー台風。 

【竹林委員】  そうです。だから、あれで防潮ラインは基本的に変えないけないはずで

す。というか、変えてはるのかもしれませんけど、そうじゃないと越波しまくりになりま

すからね。特に奄美って全体的に海岸線に町がへばりついているので、一発で来ますよ、

あれは。これは、大島だけじゃなくて、徳之島も永良部も全部、海岸べりでしょう。全部、

防潮ラインの再設定をせなあかんでしょうねというか、これこそ本当に喫緊の課題だと思

いますわ。 

【原口会長】  大変重要な問題も最後に。 

 もうお時間が迫っておりまして、まだまだ皆様方の御指摘は尽きないとは思うのですが、

御発言できなかった方は、御意見、御質問について、是非、事務局のほうに御連絡をいた

だけますよう、お願い申し上げます。 

 審議の最後に、岩切副知事さんがおいででございますので、御発言をいただきたく思い

ますので、どうかよろしくお願いします。 

【岩切副知事】  御紹介いただきました、鹿児島県の副知事の岩切でございます。発言

のお時間をいただきましたので、地元として、お礼の言葉を述べさせていただきたいと思



 -36-

います。 

 本日は、知事のほうがどうしても所用がございまして、私がかわりに参っております。

お許しいただきたいと思います。来年度以降の枠組みについての議論をここ数回に分けて

続けてきていただいているというふうに、理解しております。奄美地域の現状や課題、そ

れから将来の今後の取組の方向性のようなテーマを、いろんな検証作業もいただきながら、

また、様々な角度から御意見をいただきながら、随分整理されてきつつあるのかなという

ことに、まず、そういう作業をしていただきました事務局の皆さんはじめ、それからまた

委員の先生方に、感謝を申し上げたいと思います。来年度以降の新たな枠組みに向けて、

これからも県は全力を挙げて、県としても取組を進めてまいりますので、引き続き、御支

援、御協力をお願いしたいと思います。 

 今後ですけれども、この間の法の延長でできました交付金、これは何といっても大きか

ったなというふうに、私は思っています。私も企画部に長くおりまして、隔世の感はあっ

て、見ておりました。皆さん方も多分御存じだと思うのですが、いろんな効果がある中で、

私、一例、非常に印象に残っているのが、沖永良部か徳之島だったと思うのですけれども、

輸送の支援の交付金、これを生かして、直接ではないのですけれども、それでコスト節減

できた部分を生産施設の増強に充てて、一番いいのは、息子が帰ってきた、要は後継者づ

くりにつながったという話を聞きまして、これが象徴的な例なんだろうなと。奄美で生ま

れて育った子供たちが、一旦、島を出ても、また帰ってきたいと思う地域、帰ってこられ

て、また働けるような地域づくり。我々はいろいろ、国の皆さんに対して新たな支援の枠

組みをお願いするのですが、それだけではなくて、その効果をしっかりと出していく、し

っかりと見せていけるように、地域をつくっていくのが大事なんだろうなと思います。そ

ういう観点で引き続き努力をしていきますが、まず今年は、来年度以降の延長に向けて、

またお力添えをいただきますようにお願い申し上げまして、甚だ簡単ですけれども、地元

を代表しての御挨拶というふうにさせていただきます。これからもよろしくお願いいたし

ます。 

 ありがとうございました。 

【原口会長】  岩切副知事、ありがとうございました。 

 それでは、議題（４）のその他に参りますけれども、事務局のほうで何か御用意されて

いる議題はございますでしょうか。あるいは、各委員でも結構でございます。 

【中村企画調整官】  事務局のほうで用意したものはございません。 
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【原口会長】  そうですか。 

 それでは、本日は、奄美群島振興開発基金の役割の検証に関するワーキンググループか

らの報告と世界自然遺産登録の勧告についての御説明をいただき、また、意見具申骨子案

についての御審議をいただきました。この審議会におきましての、次回が本当に最終回で

ございますので、今後の検討に当たりましては、事務局にて今回の審議会の議論を反映し

た意見具申案の作成をお願いします。 

 以上で、本日の議事を終わりたいと思います。それでは、進行を事務局のほうにお渡し

いたします。お願いします。 

【臼井課長補佐】  原口会長、どうもありがとうございました。皆さん、本日の御出席、

御討議、誠にありがとうございました。 

 局長の野村のほうから一言申し上げたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

【野村国土政策局長】  済みません、もしかしたら最後にもう一回、事務的な連絡をさ

せていただくかもしれませんけど、改めて御礼申し上げたいと思います。 

 本当に御熱心な御討議、ありがとうございました。これまで、この振興開発特別措置法

は、基本的に５年の延長を繰り返してきております。したがいまして、この延長をめぐる

議論自体は、ステップとしての更に次の、基本は５年という中期のスパンの中で何を、更

に奄美はどういう方向を模索するべきかという意味合いでは、先ほど竹林先生からもあり

ましたけれども、基本的には中期スパンのことをしっかり議論するということではありま

すが、大川先生からありましたように、その根本には、５０年、１００年先に奄美がどう

いう地域であり続けるかという思いと夢があって、そこに向けてどう、５年、５年、刻ん

でいくかということだろうと思っておりまして、今日、そのような意味合いでは、この審

議会はある意味、特定の地域に係る審議会ですから、奄美に今既にお住まいの皆さん、奄

美に関わっていらっしゃる皆さん、そして、奄美をよく知っていらっしゃる皆さんで構成

されていますので、そういう意味での思いというのは本当に熱いものがあって、それこそ、

私どもがむしろその思いを少しでも共有していけるように、それぞれ多かれ少なかれ奄美

に足を運んだことは当然あるのですけれども、私どもがしっかり委員の皆様方のそういう

意味での思いを受けとめながら進めていく。そういうことで、先ほど原口会長からありま

したように、次は最後の意見具申案を取りまとめていく中で、今日の議論、更には今日の

御議論の根底にある、それぞれの委員の皆様の思いのようなものをしっかり受けとめて次

の案をつくっていきたいと思いますので、次は、時期の問題は後であるかもしれませんが、
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一応、締めを予定しておりますので、引き続いて御指導賜りますよう、よろしくお願いい

たします。 

 今日は、本当にありがとうございました。 

【臼井課長補佐】  事務的な連絡をさせていただきたいと思います。 

 次回の日程でございますけれども、今申し上げましたように、当初の時点でございます

が、６月ということで開催を予定しておりましたが、今後、７月の開催も含めて調整させ

ていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

 また、本日、机にございます資料、ファイル類は、お持ち帰りいただかなくても、その

まま置いておいていただければ、保管をさせていただいて、また次回、机の上に置かせて

いただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 皆様、本日はどうもありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 


